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介護施設における高齢者虐待問題 
～根絶への課題と取組み～ 

 ライフデザイン研究部 研究理事 櫻井 雅仁 

 

1.増え続ける養介護施設での高齢者虐待 

厚生労働省は、2024 年 12 月 27 日、2023 年の「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者

に対する支援等に関する法律（以下、高齢者虐待防止法）」に基づく対応状況等に関

する調査結果（以下、調査結果）を公表した（注 1）。養介護施設従事者等（注 2）（以

下、介護職員等）による虐待に関する相談・通報件数は過去 17 年間で約 12.6 倍に、

虐待判断件数は約 20.8 倍に増加している（図表 1）。2020 年以降の状況をみると、相

談・通報件数は前年比でそれぞれ 14.0％、16.9％、23.1％増加し、虐待判断件数もそ

れぞれ 24.2％、15.8％、31.2％増加しており、いずれも急激な増加傾向を示している。 

 

 
資料：厚生労働省「令和 5 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に

基づく対応状況等に関する調査結果」より抜粋・加工。 

 

筆者は以前、養介護施設よりも閉鎖的な家庭環境において、介護経験の乏しい家族

などによる高齢者虐待に問題意識をもち、その根絶への課題と取組みについて考察を

行った（注 3）。今回は、養介護施設における虐待の顕著な増加傾向を踏まえ、介護職

員等による高齢者虐待の防止に向けて考察を行う。 

 

2.施設従事者等による高齢者虐待の状況と要因 

①相談・通報者 

図表 1 養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数と虐待判断件数の推移 
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 調査結果によると、相談・通報者の合計 3,917 人のうち、「当該施設職員」が 28.7％、

「当該施設管理者等」が 16.7％であり、当該施設関係者が 45.4％を占める。一定程度

の組織内での相互チェック、自浄作用が働いていると考えられるが、「家族・親族」

15.2％など、外部からの相談・通報も多く、さらなる組織内での相互チェック、自浄

作用の向上が求められる。 

 

②相談・通報の結果 

相談・通報3,441件のうち、自治体による事実確認が行われた事例は 3,343件（88.7％）

であり、事実確認の方法は、「任意の調査協力依頼」が 81.6％、「監査(立入検査等)」

が 20.9％、「運営指導（介護保険法第 23・ 24 条）」が 16.7％であった（複数回

答）（注 4）。確認の結果は、「虐待の事実が認められた事例」1,114 件（29.8％）、

「虐待の事実が認められなかった事例」1,552 件（46.4％）、「虐待の有無の判断に至

らなかった事例」677 件（20.3％）であった（注 5）。 

事実確認の精度について評価を行うことはできないが、相談・通報の約 67％が「虐

待の事実が認められなかった」、あるいは「虐待の有無の判断に至らなかった」との

結果に至った原因は、十分に吟味する必要があると考える。原因の 1 つとして、事実

確認の大半が任意の調査協力依頼により行われていることにあるとは考えられないか。

任意の協力依頼の場合、養介護施設の協力態勢が情報収集・自体把握の正否を左右し、

事実確認の実効性に影響をおよぼす。 

一方、介護保険法、老人福祉法に基づく「監査（立入検査等）」は、明確な法的根

拠による強制力を持ち、検査を拒んだり、質問に虚偽の報告を行ったり答えなかった

りした場合には、「指定の取消し等」あるいは「事業の停廃止・認可取消等」の行政

措置も可能であるため、実効性が高まる。自治体のリソース面での制約や迅速性など

の観点から任意の協力に依存する事情は理解できるものの、高齢者の尊厳保持、権利

擁護などの重要性に鑑みると、より実効性の高い「監査（立入検査等）」をより積極

的に活用することも必要であろう。 

また、虐待が発生した養介護施設のうち、過去に虐待が発生していた件数は 215 件

（19.1％）、過去に何らかの指導等が行われていた件数は 296 件（26.4％）であり、

いずれも前年度から増加している。つまり、相当数の養介護施設において再発がみら

れたことになる。自治体による事実確認を経て、最終的に養介護施設の取組みの改善・

再発防止策の策定、以降のモニタリングが行われるが、それが形骸化している可能性

もある。ここでも、自治体のリソース充実などによる実効性の向上が求められる。 

 

③高齢者虐待の種別、虐待者側の発生要因 

 「虐待の事実が認められた事例」1,123 件（都道府県が直接事実確認を行った事案を

含む）の発生要因は、「虐待を行った職員の課題」区分に含まれる項目が上位を占め
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た（図表 2）。「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・ 意識の不足」が 77.2%

で最も多く、次いで「職員のストレス・感情コントロール」が 67.9%、 「職員の倫理

観・理念の欠如」が 66.8%、「職員の性格や資質の問題」が 66.7%、「職員の高齢者

介護や認知症ケア等に関する知識・技術不足」が 63.6%であった。一方、運営法人（経

営層）の課題（経営層の現場の実態の理解不足：45.7％など）、組織運営上の課題（職

員の指導管理体制が不十分：61.7％、虐待防止や身体拘束廃止に向けた取組が不十分：

60.1％など）も多く認められ、直接的には個々の介護職員等の課題と認められる項目

も、背景には経営層の姿勢を含む組織的な課題が大きな要因になっていると考えられ

る。また、図表 2 の注記にある「通報等に係る対応不備、人材不足など」、「人材不

足、虐待防止・対応体制の不備など」も少数回答ながら、非常に重要な項目である。 

 個々の発生要因について、「なぜ、そのような状態が発生しているのか」を深掘り

していくと、一概にはいえないが「マネジメント層を含む職員数が不足していること」

が真因ではないか、との考えに至る。 

「虐待を行った職員の課題」である「知識・意識・技術の不足」は、「組織運営上

の課題」である「指導管理体制が不十分」「研修の機会や体制が不十分」「職員の相

談できる体制が不十分」などが背景にあると考えられる。これらは、人員不足から日

常の業務以外に時間を割くことができないことが理由の 1 つになっていることも考え

られる。 

「職員のストレス・感情コントロール」は、BPSD（認知症の行動・心理症状）があ

る、介護に手がかかるなどの被虐待高齢者の状況も理由の 1 つであろうが、介護職員

等の労働環境が大きく影響している可能性が考えられる。公益財団法人 介護労働安

定センターの調査（注 6）によると、介護に係る職場や仕事に対して頻繁にストレス

を感じている割合が高い項目として「介護従事者数が不足している」（65.7％）、「仕

事内容の割に賃金が低い」（56.4％）が上位 2 項目となっている。ここでも、人員不

足が虐待発生の真因になっていることがうかがわれる。 

さらに、「職員の倫理観・理念の欠如」「職員の性格や資質の問題」については、

介護の仕事に魅力を感じる人、施設として選択可能な介護人材が少ないことも理由の

1 つではないか。2024 年 9 月 30 日の朝日新聞によると、介護施設が人員不足から、マ

ッチングアプリを通して、面接や履歴書提示なく（資格証明書・身分証明書のアプリ

内提示あり）採用した「日雇い」職員による高齢者虐待が発生した。社員だけでは国

が定める人員配置基準を満たせないことから派遣に頼るも人員不足は解決せず、日雇

い職員の採用を始めたという経緯である。日雇い職員には倫理教育などの研修を受け

させられず、虐待の兆候も見抜きづらい、との担当者の声が記載されている。仕事の

きつさや低賃金を理由に人材が集まらないことが背景にある。 
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図表 2 虐待の発生要因（複数回答） 

 
資料：厚生労働省「令和 5 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に

基づく対応状況等に関する調査結果」より抜粋・加工。 

 

3.介護職員等による高齢者虐待防止に向けて 

厚生労働省は、調査結果の公表と同日、各種養介護施設の取りまとめ団体宛て、「高

齢者施設等における高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化のための措置の徹

底並びに周知に関する取組の実施について」との要請文を発信している（注 7）。そ

こには、主に以下のような周知徹底事項が記載されている。 

⚫ 2024 年 4 月 1 日から、全ての介護サービス事業者を対象として高齢者虐待防止措

置（委員会の定期的な開催、指針の整備、研修の実施、担当者を置くこと）の実

施が義務づけられており、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じ

られていない場合には、基本報酬が減算されること。 
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⚫ 2024 年 4 月 1 日から、訪問・通所系介護サービス等に対し、身体的拘束等 の原

則禁止と身体的拘束等を行う場合の記録が義務づけられていること。 

⚫ 委員会での検討事項と、参照すべき厚生労働省からの通知や研修資料 

 また、今年度末までに自治体向け「高齢者虐待対応マニュアル」を改訂予定である

ことも記載されている。 

 こうした事項は、各養介護施設が自らを律し、高齢者虐待を防止するための手法を

提供するものとして有効であることに異論はない。確実な遂行が求められる。しかし、

行政は、養介護施設がこうした手法を確実かつ効果的に実施するためには相応のリソ

ースが必要であることを常に念頭に置く必要がある。日々、養介護施設で高齢者に接

しているのは介護職員等であり、その中で発生する高齢者虐待を防止するためには、

枠組みや材料に習熟し使いこなす十分な数の介護職員等の存在が不可欠である。さら

にいえば、養介護事業所を監督・指導する自治体のリソースも重要である。国が発す

るさまざまな指針やマニュアル類を養介護事業所に適切に理解・運用させ、不適切な

事象が発生した場合の原因究明・再発防止を指導・モニタリングするに足る人員が必

要である。 

養介護施設における高齢者虐待は、図表 2 が示す通り、多種多様な原因が絡み合っ

て発生するため、必ずしも十分な介護職員等がいれば根絶できるものではないものの、

介護職員等や自治体職員の適切な配置は最低限必要な要素であると考える。 

介護職員等の確保については、国もさまざまな施策に取り組んできたが（注 8）、

具体的な成果にはつながっておらず、今後大幅な介護職員等の不足が認識されている

なかで、2023 年度の介護職員数は介護保険創設以来はじめて減少に転じた。 

こうした状況下、2024 年度の介護保険制度の見直しでは、介護職員等の処遇改善に

向けて処遇改善加算の仕組みが改善され、加算率も引き上げられたが、目指すベース

アップの水準が 2024 年度に 2.5％、2025 年度に 2.0％であり、おおむね他の業種に大

きく劣後し、物価上昇にも追い付かない。2025 年度の日本労働組合総連合会「春季生

活闘争方針（春闘方針）が賃上げ 5％以上（中小企業 6％以上）と決定され、UA ゼン

センはパートタイマーの賃上げ 7％基準を要求する方針であるなかで、人材獲得競争

における相対的劣位がさらに顕著になる。公益財団法人介護労働安定センターの調査

によると（注 9）、仕事の満足度 D.I.（「満足」と「やや満足」の合計と「不満足」

と「やや不満足」の合計の差）でみると、「賃金」はマイナス 18.0 ポイントで最も不

満度が高く、賃金への不満が顕著に表れている。前述のとおり、賃金の低さは介護職

員等の大きなストレスにもつながっている。こうした状況を大幅に改善しなければ、

他にどのような手を打っても介護職員等の確保は難しいと考える。 

厚生労働省は、介護職員等の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価にについ

て、2025 年 10 月に調査を行い、2026 年 3 月頃に公表する予定である。現行制度では、

処遇加算の仕組みが改善され、加算取得のための事務負荷が軽減されているという。
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介護職員等の処遇改善状況を精査したうえで、必要な追加措置がとられることを期待

する。 

介護施設における高齢者虐待を防ぐための具体的な手法は、今後も好事例やマニュ

アルなどで示されるだろう。それを確実に実践するには、介護職員等の賃金を大幅に

引き上げてその魅力の向上を実現し、現場で仕事に対する高い満足度をもって活躍す

る必要十分な数の介護職員等を確保することが最重要であると考える。今後、高齢者

介護は選択の余地なく一層の対応が迫られる。高齢者虐待防止も含め、適切な高齢者

介護の環境整備に向けて、迅速かつ思い切った資源投下を行う必要があると考える。 

 

【注釈】 

1) 厚生労働省「令和 5 年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律」に基づく対応状況等に関する調査結果」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48003.html 

2) 「養介護施設従事者等」とは、介護老人福祉施設など養介護施設、または居宅サービス事業

など養介護事業の業務に従事する者を指す。 

3) 櫻井雅仁「家庭における高齢者虐待問題～根絶への課題と取組み～」2024 年 2 

（https://www.dlri.co.jp/report/ld/319240.html） 

4) 養介護施設における高齢者虐待の相談・通報に対する事実確認には、主に①「任意の調査協

力依頼」、➁「監査(立入検査等)」、➂「運営指導（介護保険法第 23・ 24 条）」の 3 種

類がある。①は「第 24 条に老人福祉法第 5 条の 4 を併用した 調査協力依頼」であり、養

介護施設の協力のもとで行われる任意の事実確認。簡易な手続きで迅速かつ柔軟な実施が

可能だが、養介護施設に対する強制力がないため、➁の介護保険法、老人福祉法に基づき行

われる「監査（立入検査等）」に比べて実効性が劣る可能性がある。 

5) 「虐待の事実が認められた事例」は、都道府県が直接事実確認を行った事案を含めると

1,123 件となる。 

6) 公益財団法人 介護労働安定センター「平成 28 年度介護労働実態調査（特別調査）介護労

働者のストレスに関する調査」 

7) 厚生労働省「高齢者施設等における高齢者虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化のため

の措置の徹底並びに周知に関する取組の実施について（要請）

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001366831.pdf 

8) 櫻井雅仁「介護保険制度の見直しに向けた議論（3）～介護人材の確保の視点から～」 

2023 年 11 月 （https://www.dlri.co.jp/report/ld/288179.html） 

9) 公益財団法人 介護労働安定センター「令和５年度介護労働実態調査」 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48003.html
https://www.dlri.co.jp/report/ld/319240.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001366831.pdf
https://www.dlri.co.jp/report/ld/288179.html

